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令和７年３月２６日 

（変更）令和７年１２月１７日 

 

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 令和７年度計画 

 

鉄道建設・運輸施設整備支援機構（以下「機構」という。）は、独立行政法人通則法

（平成１１年法律第１０３号）第３１条の規定に基づき、中期計画に定めた事項に関

して令和７年度において実施すべき事項を以下のとおり定める。 

 

 

１．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成する

ためとるべき措置 

（１）鉄道建設等業務 

① 整備新幹線整備事業 

整備新幹線事業については、以下の取組を行いながら、安全確保に万全を期

して、事業の着実な進捗を図る。 

・工程と事業費について、事業総合管理委員会を開催し、理事長のトップマネ

ジメントの下、一体的に管理 

・国や地方公共団体等の関係者と工事の進捗状況や発生しているリスク等につ

いて密に情報を共有することで事業の透明性を確保し、必要な協力を得なが

ら事業を推進 

 

現在建設中の北海道新幹線（新函館北斗・札幌間）においては、令和６年５

月に、機構から国土交通省へ、令和１２年度末の完成・開業については極めて

困難と考えられるとの判断に至った旨を報告した。これを受け、国土交通省は

「北海道新幹線（新函館北斗・札幌間）の整備に関する有識者会議」を開催し、

令和７年３月に検討結果が取りまとめられた。 

こうした状況を踏まえ、特に以下の取組を行いながら、土木工事（トンネル

工事や高架橋等工事）のほか、設備工事（駅舎、電気設備や駅・車両基地の機

械設備等の設計及びレール溶接等の軌道工事）を含めて全体工程の迅速かつ着

実な進捗を図る。 

・工程上のクリティカルとなる土木工事を着実に進捗させるとともに、設備工

事の円滑な推進を図りつつ、事業の進捗状況等の継続的なモニタリングを行

い、引き続き EVMを用いながら工程と事業費を一体的に管理 

・プロジェクト・マネジメントの更なる強化・充実のため、令和６年度に設立

された鉄道技術センター、建設事務所を含む北海道新幹線建設局と本社との
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間のより密接な連携 

・北海道新幹線札幌延伸推進会議や沿線地区ごとの地域連携チームを通して、

国や地方公共団体等の関係者と情報共有するとともに必要な協力を得なが

ら事業を推進 

・AI や ICT 等のデジタル技術を用いたトンネル切羽評価手法の開発等による

デジタルトランスフォーメーション（DX）の推進やカーボンニュートラルに

資する取組を評価する試行工事の実施をはじめとする環境負荷の低減 

 

整備計画路線のうち未着工区間については、線区の状況を踏まえ、国土交通

省や地方公共団体とも連携して必要な調査を適切に実施する。特に、北陸新幹

線（敦賀・新大阪間）については、環境影響評価手続きを進めるとともに、従

来、工事実施計画の認可後に行っていた調査も含め、施工上の課題を解決する

ための調査等を、引き続き先行的・集中的に行うことに加え、情報発信や沿線

地域の理解促進に取り組む。 

    

② 鉄道建設業務に関する技術力を活用した工事の実施 

受託工事の着実な進捗のために、以下の施策を実施する。 

・協定に基づく工事完成予定時期及び受託業務費の管理の徹底 

・新たな工事の受託要請があった場合は、外部有識者からなる「鉄道工事受託

審議委員会」において審議し、同委員会の意見を踏まえつつ、受託の可否に

ついて決定 

    

中央新幹線については、関係者との連携・調整を図りながら、橋りょう・高

架橋工事及びトンネル工事の品質を確保しつつ、着実に推進する。 

 

③ 鉄道建設業務に関する技術力を活用した支援 

(a) 自然災害からの復旧支援 

被災した鉄道の復旧に係る迅速・円滑な支援のため、①鉄道災害調査隊

（RAIL-FORCE）の運用、②ノウハウ・経験の蓄積・共有、③優れた機材・シス

テムの導入・活用が必要であることから、以下の施策を実施する。 

・①関係：鉄道災害調査隊（RAIL-FORCE）への派遣候補者の事前選任等による

調査隊の速やかな編成・派遣。また、災害協定等を活用した活動拠点確保や

関係機関との情報交換等 

・②関係：被災調査や災害復旧に関する外部との意見交換や、災害調査経験者

を招いた職員研修等 

・③関係：様々な環境下で鉄道施設の被災状況を簡便・安全・迅速に記録する

カメラ類や被災調査地と本社間で被災状況をリアルタイムで共有する ICT機
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器類を導入の上、習熟訓練・講習 

さらに、復旧支援で得られる知見や関係者との交流を鉄道建設業務や技術的

支援等へ幅広く活用するため、以下の施策を実施する。 

・調査隊活動の反省、記録の編纂 

・調査隊活動結果の広報、投稿等 

・鉄道建設現場での実証試験、検証等 

 

(b) 施設の老朽化などの社会的課題に対する支援等 

地域鉄道事業者が抱える鉄道施設等に係る社会的課題（老朽化、技術者不足、

維持コスト、安全確保等）に対しては、①鉄道事業者の支援ニーズを把握する

とともに、②施設の維持管理の実態を把握・分析し、③デジタル技術等も活用

しながら支援することが必要である。④また、合わせて支援する機構職員のノ

ウハウや技術力を高めることも必要である。このため具体的に以下の施策を実

施する。 

・①関係：地域鉄道事業者や地方運輸局等への個別面談、地方鉄道協会が開催

する委員会等の会合に機構幹部が積極的に出向いて、技術的支援への要望・

課題を把握 

・②関係：鉄道ホームドクター制度、受託調査業務において、維持管理、修繕

等の支援を適切に行うための基礎資料として、鉄道施設の状況、維持管理体

制、経営状況等についての定量分析 

・③関係：鉄道施設の維持管理費の縮減を図るため、CBTC（無線式列車制御シ

ステム）等のデジタル技術の導入や設備合理化策について、鉄道事業者や国

土交通省等と連携して実現可能性を検討 

また、老朽化対策や構造物の健全度支援に有効な検査・測量機器（設計ソ

フト含む）等の導入について検討 

・④関係：鉄道総研等が実施する老朽化対策等の外部研修に参加するとともに、

外部からの専門家の招聘について検討 

 

(c) 鉄道ネットワークに係る計画策定等への支援 

国や地方公共団体が行う都市鉄道や地域鉄道を含めた交通ネットワークに

係る計画策定等の検討に関し、関係する地方公共団体及び鉄道事業者へ積極的

にアプローチして調査協力等の支援を実施するため、以下の施策を実施する。 

・地方公共団体等に対し、都市鉄道等利便増進法（平成１７年法律第４１号）

の枠組み等に係る情報提供や、鉄道に関わる交通ネットワークの現状・課題

等について鉄道事業者等と意見交換 

・鉄道事業者等からの要請に基づき、機構が有する鉄道建設に係る技術力等を

活用した鉄道計画等に関する受託調査 
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・全国新幹線鉄道整備法（昭和４５年法律第７１号）に位置づけられた基本計

画路線を含む幹線鉄道ネットワーク等の今後のあり方に関し、提案可能な分

野、項目を整理した上での、国の調査等に対する技術的な提案等の協力 

また、上記の業務を円滑かつ迅速に進めるため、調査部門の拡充を図るとと

もに、学識経験者及び外部調査機関との勉強会等を通じて連携し、調査能力の

向上に努める。 

 

④ 鉄道建設等に係る業務の質の向上に向けた取組 

(a) DXの推進、新たな契約・入札方式等の導入等 

業務効率化・高度化、技術承継、生産性向上及び品質向上を図るために、建

設 DXビジョンロードマップに基づき、以下の施策を実施する。 

・ICTを用いた施工管理等の検討（ICT施工、BIM/CIMを活用した設計法の検討

等） 

・財産・技術データ管理システムの改良 

 

また、業務高度化、生産性向上及び品質向上を図るために、以下の施策を実

施する。 

・新技術の活用を促進する工事契約方式の整備 

 

加えて、良質な鉄道を効率的に建設するために、以下の施策を実施する。 

・技術基準類について、本社と鉄道技術センターとの間で連携のうえ整備 

 

(b) 技術開発の推進・公表 

事業の推進に資する調査・設計・施工手法に係る技術開発を推進するため、

本社と鉄道技術センターとの間で連携のうえ、以下の施策を実施する。 

・技術開発マネジメント会議において、技術分野ごとに新規課題を選定 

・技術開発に当たって、品質の確保や建設コストの削減のみならず、施設の長

寿命化や技術者の減少といった社会経済環境の変化を踏まえて計画的に取

り組むとともに、新たな設計・施工法を公募する等、必要により民間技術を

有効活用 

・技術開発成果の機構工事への活用状況について、引き続きフォローアップ 

また、技術開発が部外でも活用されるように、本社と鉄道技術センターとの

間で連携のうえ、以下の施策を実施する。 

・これまで開発した技術のデータベース化 

・建設技術に係る各種学会等や、本社における技術研究会等を通じた発表 

 

(c) 人材育成 
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鉄道建設等業務の遂行に必要な技術力の向上及び承継のために、以下の施策

を実施する。 

・施工監理講習等研修 

・令和５年度から導入した職員に求められるスキルを提示し、習得状況を可視

化する「スキルアッププログラム」の取組の浸透 

・業務に関連する技術士等の資格取得の促進 

・今後の事業展開に応じて要求される技術力等に関して、鉄道事業者等との連

携を図りつつ、国や他の独立行政法人、業界団体との勉強会・講演会等へ参

加する等、その習得に向けた取組 

 

(d) 鉄道建設工事における安全推進 

鉄道建設工事の安全推進のために以下の施策を実施する。 

・幹部職員による毎月の安全講話 

・事故防止監査 

・本社と地方機関が連携した安全推進活動 

・事故データベースを活用した事故原因分析のレベルアップ、再発防止対策の

策定・実施 

・安全概論研修、学習管理システムによる講習 

・ICTを用いた安全対策の検討 

・外部団体と連携した安全推進 

 

（２）我が国鉄道技術の海外展開に向けた取組 

我が国鉄道技術の海外展開を推進するために、機構が有する土木、軌道、電気、

機械等に関する鉄道分野の技術力やノウハウ、それらの要素間を全体として調整

する機能を広く総合的に活用し、海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促

進に関する法律（平成３０年法律第４０号）及び同法に基づく基本方針に従い、

以下の施策を実施する。 

・関係府省、我が国事業者等と相互に連携を図りながら協力し、新幹線鉄道の技

術が活用され、又は活用されることが見込まれる海外の高速鉄道に関する事業

性等の調査、測量、鉄道構造物や電気、機械設備等の設計、工事管理、試験及

び研究（以下「海外高速鉄道調査等業務」という。）を行い、課題解決に向けた

改善策を提言 

・円滑な海外高速鉄道調査等業務の実施のため必要な場合は適切に出資を実施。 

出資を行った事業については、その事業の進捗状況や資金収支等を把握・評価

するとともに、必要な場合には、国土交通省や利害関係者等と連携して、出資

金の毀損の回避を図るため、事業の改善に向けた措置を実施 

・インド高速鉄道計画について、国土交通省等関係者との緊密な連携の下で技術
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協力を行うことに加え、他国の高速鉄道に関する調査、設計、工事管理等の業

務についても、受注を目指した取組を推進 

・海外高速鉄道調査等業務等の遂行に必要な技術力や経験の向上及び承継のため、

研修の実施や国際業務を行う機関との人事交流を図ること等、必要な人材の確

保や育成に向けた取組を推進 

また、国等が進める我が国鉄道技術の海外展開に向けた取組に対し協力し、海

外への専門家派遣や各国の研修員の受入れ、鉄道分野における国際規格に関する

日本原案の作成への協力、海外の鉄道建設関係の機関との技術交流等を行う。 

 

（３）鉄道施設の貸付け・譲渡の業務等 

鉄道事業者に対して貸付け又は譲渡した鉄道施設について、事業者ごとに当該

貸付料及び譲渡代金を計画的かつ確実に徴収するため、以下の施策を実施する。 

・貸付料及び譲渡代金の徴収状況の定量的な把握・分析 

・研修等による人材育成等を通じたモニタリング機能の強化 

・償還期間の変更を実施した、又は経営状況の悪化が認められる事業者について、

令和６年度決算及び令和７年度中間決算終了後に経営状況等の把握を図り、償

還確実性を検証 

また、主要幹線及び大都市交通線で国土交通大臣が指定する貸付期間が経過す

る以下の区間について、貸し付けている鉄道事業者に対して譲渡を行い、その譲

渡代金を徴収する。 

・譲渡区間：京葉線（都川・蘇我間） 

京葉線（西船橋・千葉貨物ターミナル間） 

小金線（新鶴見起点 97k017m77・新鶴見起点 97k337m68間） 

・鉄道事業者：東日本旅客鉄道株式会社 

 

青函トンネルについては、海底下の長大トンネルという過酷な環境下にあるこ

とを踏まえ、日常の維持管理を行っている北海道旅客鉄道株式会社と連携し、ト

ンネルの機能を維持するためのトンネル断面等の調査・測定を行うとともに、防

災施設の改修工事等を行い、長期的な施設の健全性確保に努める。 

また、青函トンネルでは、上記維持管理に加え、新幹線の高速化や光・電源ケ

ーブルの敷設等のトンネルの利活用面での検討も行われており、令和６年度に設

置した組織横断的な検討体制を活用し、適時適切な維持管理の必要性や利活用を

含めた青函トンネルに関する情報共有や対外的な情報発信、各種事業間の連携の

強化を図る。 

さらに、貨物列車の走行実態に応じた適正な線路使用料を確保することができ

るよう、特例業務勘定から建設勘定への繰入れにより、日本貨物鉄道株式会社に

対して貨物調整金を交付する。 
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（４）鉄道助成業務等 

① 鉄道に関する補助金等の交付等 

交通インフラ・ネットワークの機能充実・強化に資するため、整備新幹線、

都市鉄道等、鉄道技術開発及び鉄道の安全・防災対策に対する補助等による支

援を適正かつ効率的に実施する。 

勘定間繰入れ・繰戻し及び補助金交付業務等について、以下の施策を実施す

る。 

・法令その他による基準に基づき確実に処理し、標準処理期間内（補助金等支

払請求から支払まで３０日以内、国の補助金の受入から給付まで７業務日以

内）に執行できるよう適正かつ効率的に処理 

・「鉄道助成業務の審査等に関する第三者委員会」に助成業務の実施状況等を

報告し、得られた改善意見の必要部分を審査業務の改善に反映させること、

及び審査ノウハウの承継、スキルアップのための職員研修を効果的に実施す

ること等により、業務遂行に係る効率性の向上等、鉄道助成業務の更なる充

実強化 

・鉄道事業者等による補助対象事業の適正かつ効率的な執行を支援するため、

助成制度の趣旨や関係法令等の順守の徹底について、補助金実務説明会等に

よる周知活動を積極的に推進。補助金実務説明会の開催にあたっては、確実

な周知のため、オンラインとすること等により参加しやすい環境を整備 

・既設四新幹線の譲渡代金（令和７年度回収見込額７２４億円）、無利子貸付

資金（令和７年度回収見込額６億円）について約定等に沿った確実な回収を

図るとともに、助成勘定から特例業務勘定への繰入れにより、これらの資金

に係る債務を確実に償還 

 

② 北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株式会社からの長期借入金の借入

れ等 

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法（平成１４年法律第１８０

号。以下「機構法」という。）附則第３条第１１項の規定による繰入れに必要な

費用に充てるとともに、北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株式会社

（以下「旅客会社」という。）の経営の安定を図るため、同法附則第１１条第１

項第６号及び第７号の規定並びに同条第９項により国土交通大臣が定める事

項その他国土交通省の指示に基づき、以下の施策を実施する。 

・旅客会社から長期借入金の借入れ 

・当該長期借入金に係る利子の確実な支払 

③ 中央新幹線建設資金貸付け等 

貸付金の償還が行われるまで、継続的に償還確実性を検証する必要があるこ
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とから、貸付対象事業者の財務状況、貸付対象事業の進捗状況等を把握すると

ともに、必要な情報を国と共有し、債権の保全及び利子等の確実な回収を図る。 

 

（５）船舶共有建造等業務 

① 船舶共有建造業務を通じた政策効果の高い船舶の建造促進 

船舶共有建造業務を通じて建造する船舶の政策要件該当延べ件数について、

本中期目標期間中において１５０件以上となっているところ、令和５年度から

の累計で９０件以上となるよう、以下の施策を実施する。 

・個別訪問等により、政策効果の高い船舶の効果及び利点を分かりやすく適切

に周知 

・地域課題の解決に向けて関係機関と積極的に連携 

 

（参考：政策要件に該当する船舶） 

○物流効率化に資する船舶 

・内航フィーダーの充実に資する船舶（京浜港・阪神港に就航し、外国貿

易用コンテナを輸送するもの） 

・高度モーダルシフト船（輸送力を増強するもの等） 

○地域振興に資する船舶 

・離島航路の整備に資する船舶 

・生活航路に就航する船舶のうち高度バリアフリー化要件を満たす船舶 

・国内クルーズ船（旅行客等観光向けのもの） 

○船員雇用対策に資する船舶 

・若年船員（３５歳未満の者）を計画的に雇用する事業者の船舶 

・労働環境改善船（船員の労働負担軽減、居住環境改善及び荷役・船員作

業負担軽減設備を設置するもの） 

○事業基盤強化に資する船舶 

・船舶管理事業者と管理契約を締結する事業者の船舶 

・合併をする事業者の船舶 

○グリーン化に資する船舶 

・スーパーエコシップ（電気推進システムを採用し、エネルギー効率向上

の措置が図られたもの） 

・LNG燃料船（LNGを燃料として運航するもの） 

・先進二酸化炭素低減化船（従来より二酸化炭素排出量が１８％以上軽減

されるもの） 

・高度二酸化炭素低減化船（従来より二酸化炭素排出量が１２％以上軽減

されるもの） 

・二重船殻構造を有する油送船及び特殊タンク船（海難事故発生時に油等



9 

 

 

が流出しないように側面と底面が二重になっているもの） 

○特定船舶導入計画の認定を受けた船舶 

 

② 船舶建造等における技術支援 

共有建造する船舶の計画、設計、建造、就航後の各段階での効果的な技術支

援を実施し、内航海運のカーボンニュートラルの推進、船員労働環境の改善、

離島航路の整備等、国内海運政策の実現に寄与する良質な船舶を建造するため、

以下の施策を実施する。 

・技術支援に係る研修、交流、マニュアルの充実等による、技術支援に係わる

職員の技術力の維持・向上、ノウハウの体系的な蓄積・承継 

・技術のシーズを持つ企業等と内航事業者との橋渡しを行う「内航ラボ」や、

船陸間通信を始めとする労働環境改善等の新たな技術利用に関しての技術

調査 

・内航海運のカーボンニュートラルの推進を始めとした国の政策に即して開催

される各種委員会への参加を通じた最新技術動向等の調査・収集、セミナー

等での情報発信等 

 

特に、離島航路の新造船建造における計画、設計段階の技術支援件数につい

て、本中期目標期間中において２６件以上となるよう、以下の施策を実施する。 

・地方公共団体等が運営する離島航路等に就航する船舶の建造にあたり、関係

機関との連携の機会も活かして新船建造に早期から関与し、経済合理性の観

点からの助言も含め、基本仕様策定等の計画段階からの支援 

 

③ 船舶共有建造業務における財務内容の改善 

繰越欠損金の縮減額について、本中期目標期間中において２０億円程度（機

構で策定した令和５年度から令和９年度における「繰越欠損金削減計画」（令

和５年３月）より）とするために、以下の施策を実施する。 

・財務内容の改善に必要な事業量の確保 

・重点管理先に係るモニタリング手法の検証及び制度化を通して、未収金発生

防止及び債権管理等の取組を強化 

・繰越欠損金について、その要因を含めホームページ等において国民に分かり

やすく公表 

 

（６）地域公共交通出融資業務等 

① 地域公共交通出資及び貸付け 

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成１９年法律第５９号）第

２９条の２の規定に基づき、認定軌道運送高度化事業等の実施に必要な資金の
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出資及び貸付けを行う。 

また、研修等による人材育成等を通じて業務体制の強化を図りつつ、適切に

業務を行う。 

さらに、出資及び貸付けの業務に関する情報をホームページに掲載する等、

地域公共交通の活性化及び再生に向けた主体的な取組に対する支援効果が最

大となるよう努める。 

 

(a) 地域公共交通出融資 

認定軌道運送高度化事業等（バス、タクシー、鉄道等の交通 DX・交通 GX を

含み、(b)に該当する事業を除く。）の実施に必要な資金の出資及び貸付けの申

込みに対して、国土交通大臣の認可を受けた業務基準に従い、出資等を行うか

否かの決定に際し、政策的意義を踏まえてリスクを適切に評価するとともに、

公的資金を活用する場合にあっては中長期的な収益性が見込まれること等を

確認し、適切に業務を行う。 

また、出資及び貸付対象事業の進捗状況、出資及び貸付対象事業者の財務状

況の把握等のモニタリングを通じて、当該事業が適切に遂行されるよう努め、

出資及び貸付資金の効率的な使用及び適切な回収を図る。 

 

(b) 都市鉄道融資 

認定地域公共交通利便増進実施計画に定められた都市鉄道に係る鉄道施設

の建設に必要な資金の貸付けの申込みがあった際には、国土交通大臣の認可を

受けた業務基準に従い、貸付対象事業を適切に評価し、償還確実性等を確認し

た上で貸付けの判断を行う。 

また、貸付対象事業の進捗状況、貸付対象事業者の財務状況の把握等のモニ

タリングを通じて、当該事業が適切に遂行されるよう努め、約定に沿った債権

の確実な回収を図る。 

 

② 物流出融資 

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律（平成１７年法律第８５号）

第２０条の２の規定に基づき、物流施設及び物流 DX・物流 GX 関連設備整備の

認定総合効率化事業実施に必要な資金の出資及び貸付けを行う。 

出資及び貸付けの申込みがあった際には、国土交通大臣の認可を受けた業務

基準に従い、出資及び貸付対象事業を適切に評価し、出資を行うに当たっては

中長期的な収益性が見込まれること等を、貸付けを行うに当たっては償還確実

性等を確認した上で適切に業務を行う。 

出資及び貸付対象事業の進捗状況、出資及び貸付対象事業者の財務状況の把

握等のモニタリングを通じて、当該事業が適切に遂行されるよう努め、出資の
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場合においては毀損を生じさせないこと、貸付けの場合においては約定に沿っ

た債権の確実な回収を図る。 

また、研修等による人材育成等を通じて業務体制の強化を図りつつ、適切に

業務を行う。 

さらに、出資及び貸付けの業務に関する情報をホームページに掲載する等、

流通業務の総合化及び効率化に向けた主体的な取組に対する支援効果が最大

となるよう努める。 

 

（７）特例業務（国鉄清算業務） 

① 旧国鉄職員に係る年金費用等の適切な支払等 

旧国鉄職員及びその遺族に対する以下の年金費用等について、適切な資金管

理を行いつつ、円滑かつ確実に支払を実施する。 

・恩給及び年金の給付に要する費用 

・旧国鉄時代に発生した業務災害に係る業務災害補償費等 

北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社

（以下「会社」という。）の株式については、国等の関係者と連携を図りつつ、

各社の今後の経営状況の推移等を見極めながら、以下の施策を実施する。 

・株式市場に関する情報収集を行う等適切な処分方法の検討 

・会社の企業価値の向上に向けた取組 等 

 

② 会社の経営自立のための措置等 

日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律（平成１０年法律第１

３６号）に基づき、会社の経営自立のため、各社の中期経営計画等に基づく取

組に応じて、以下の施策を実施する。 

・会社等に対する助成金の交付、会社に対する生産性の向上に資する施設等の

整備・管理に必要な資金の出資等の支援 

・青函トンネル及び本州四国連絡橋に係る改修費用の適正な負担 

 

会社の経営安定を図るため、以下の施策を実施する。 

・特別債券に係る着実な利払い 

・貨物調整金に係る特例業務勘定から建設勘定への適切な繰入 

 

これらの支援等に当たっては、適切な資金管理を行いつつ、法令その他の基

準を遵守するとともに、会社のモラルハザードを防止し、誤処理なく適正にか

つ効率的に実施する。 

 

２．業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 
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（１）組織の見直し 

組織体制については、令和７年度組織改正計画に基づき、業務の進捗等に対応

した機動的な組織の編成を行うとともに、以下のとおり組織を見直し、運営の効

率化等を図る。 

・維持管理・財産管理業務に関する組織の見直し 

・与信リスク管理業務に関する組織の見直し 

・用地業務及び設計協議業務に関する組織の見直し 

・北陸新幹線建設局の組織体制の見直し 

 

（２）情報システムの整備及び管理並びにデジタル技術の活用 

デジタル庁が策定した「情報システムの整備及び管理の基本的な方針」（令和

３年１２月２４日デジタル大臣決定）に則り、情報システムの適切な整備及び管

理を行う。 

また、機構が保有する情報システムに対するサイバー攻撃への防御能力強化、

攻撃に対する組織的対応能力の強化等、機構の適切な情報セキュリティ対策を講

じるため、令和７年度情報セキュリティ対策推進計画を作成し、推進する。 

さらに、業務運営の効率化や業務プロセスの改善に取り組むため、機構が策定

した「デジタル戦略」（令和４年６月）に基づき、着実に取組を進める。併せて、

デジタル関連施策の選択と集中を行い、効率的かつ効果的に以下の施策を実施す

る。 

・情報セキュリティ対策推進計画に基づく対策 

・クラウドストレージサービスへの移行・活用 

・デジタル人材・デジタル専門人材の育成、組織文化の醸成 

・デジタル戦略推進体制の強化 

 

（３）調達等合理化の取組 

「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」（平成２７年５

月２５日総務大臣決定）に基づき、自律的かつ継続的に調達等の合理化に取り組

むために、以下の施策を実施する。 

・「令和７年度調達等合理化計画」を策定し、事務・事業の特性を踏まえ、PDCA サ

イクルにより、公正性・透明性を確保 

・入札・契約の適正な実施について、監事監査及び契約監視委員会等のチェック

を受ける体制を確保 

 

（４）人件費管理の適正化 

機構の給与水準については、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平

成２５年１２月２４日閣議決定）を踏まえ、国家公務員等の給与水準との比較を
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行いつつ、引き続き、事務・事業の特性等を踏まえた合理的な給与水準となるよ

う厳しく検証するとともに、給与水準及びその妥当性の検証結果を公表する。 

 

（５）一般管理費及び事業費の効率化 

一般管理費及び事業費の効率化のために、以下の施策を実施する。 

・一般管理費（人件費及び特殊要因により増減する経費を除く。）については、

中期計画期間の最終年度（令和９年度）において、前中期計画期間の最終年

度（令和４年度）比で５％程度に相当する額の削減を目指した抑制 

・事業費については、引き続き、調達等合理化の取組や技術開発等による鉄道

建設コスト縮減等を推進し、コスト構造を改善 

・運営費交付金を充当する一般管理費（人件費及び特殊要因により増減する経

費を除く。）及び業務経費（特殊要因により増減する経費を除く。）について

は、中期計画において定める運営費交付金の算定ルールに基づき、中期計画

期間の最終年度（令和９年度）において、前中期計画期間の最終年度（令和

４年度）比で５％程度に相当する額の削減を目指した抑制 

 

（６）資産の有効活用 

宿舎等の保有資産について、効率的な活用を図る。 

 

３．予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

（１）予算、収支計画及び資金計画 

別紙のとおり。 

 

（２）財務運営の適正化 

独立行政法人会計基準（平成１２年２月１６日独立行政法人会計基準研究会策

定、令和３年９月２１日改訂）等を遵守し、適正な会計処理に努めるために、以

下の施策を実施する。 

・運営費交付金の会計処理として、業務達成基準による収益化が原則とされたこ

とを踏まえ、収益化基準の単位としての業務ごとに予算と実績を管理 

・各年度期末における運営費交付金債務に関し、その発生状況を厳格に分析し、

減少に向け努力。なお、毎年度の運営費交付金額については、運営費交付金債

務残高の発生状況にも留意した上で、厳格に算定 

 

（３）資金調達 

安定的かつ効率的な資金調達を実施するために、以下の施策を実施する。 

・サステナビリティファイナンスを有効活用した資金計画を策定し、短期資金

及び長期資金の併用等による安定的かつ効率的な資金調達を実施 
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・IR活動等を通じ機構の持続可能な開発目標（SDGs）への貢献に向けた取組を

幅広く訴求することにより投資家層を拡大 

 

４．短期借入金の限度額 

年度内における一時的な資金不足等に対応するための短期借入金の限度額は、 

２６０，０００百万円とする。 

 

５．不要財産の処分に関する計画 

主要幹線及び大都市交通線で本中期計画期間において国土交通大臣が指定する

貸付期間が経過する以下の区間について、貸し付けている鉄道事業者に対して譲渡

を行った際の譲渡代金を国庫納付する。 

・令和７年度 

譲渡区間：京葉線（都川・蘇我間） 

京葉線（西船橋・千葉貨物ターミナル間） 

小金線（新鶴見起点 97k017m77・新鶴見起点 97k337m68間） 

鉄道事業者：東日本旅客鉄道株式会社 

 

６．重要な財産の譲渡・担保に関する計画 

該当なし 

 

７．剰余金の使途 

・建設勘定 

管理用施設（宿舎に限る。）の改修 

 

８．その他主務省令で定められる業務運営に関する事項 

（１）内部統制の充実・強化 

「独立行政法人の業務の適正を確保するための体制等の整備」（平成２６年１

１月２８日総務省行政管理局長通知）に基づき、業務方法書に定めた事項を確実

に実施するとともに、リスク管理、コンプライアンスの推進、統制環境の整備、

統制活動、円滑な情報共有等、内部統制の有効性を高めるために、以下の施策を

実施する。 

〇適切なリスク管理 

・理事長のリーダーシップの下、中期計画遂行の障害となるリスクの把握・ 

  対応 

・工程と事業費の同時かつ総合的な審議を行う事業総合管理委員会等を通じ

た管理の徹底及び国や地方公共団体等の関係者との密な情報共有 

〇コンプライアンスの推進 
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・過去の入札不適正事案を踏まえた再発防止の徹底 

・職員の意識啓発を図るためのコンプライアンス月間(１０月)を中心とした 

各種研修等 

 

（２）人事に関する計画 

機構の役割を果たすための人材確保・育成方針を策定し、社会的要請に応えう

る組織運営に努める。 

そのうち、人材確保に関しては、以下の施策を実施する。 

〇人材確保と人事の柔軟な運用 

・新規採用や社会人採用、再雇用制度、嘱託制度の活用等による、事業規模、

事業内容等業務の実情に応じて必要な人材の確保 

・他機関の知見・ノウハウ獲得を加味した人事交流 

・各業務の進捗に対応するための人員の適正配置等柔軟な運用 

〇働き方改革と女性活躍推進 

・女子学生向けの広報媒体の作成や、女子学生向け採用イベントへの出展等 

を通じた積極的な女性採用 

・テレワーク等の柔軟な働き方の推進 

・ダイバーシティ推進研修など多様な人材が活躍できる職場環境構築の取組み 

また、人材育成に関しては、以下の施策を実施する。 

〇各種研修等の着実な実施 

・令和７年度研修計画に基づく、職員の資質向上を図るための階層別研修、 

高度な専門的知識の修得、技術スキルの向上等を図るための業務別研修等 

〇スキルアッププログラムの理解・浸透による組織全体の技術力の底上げ 

・概ね入社１０年目までの職員を対象に職員に求められるスキルを提示し、 

習得状況を可視化する取組みであるスキルアッププログラムの理解・浸透

を図り、個人のスキルアップを通じた組織全体の技術力の底上げ 

 

（３）広報・情報公開の推進 

独立行政法人に求められる業務運営の透明性を確保し、大規模プロジェクト

に求められるアカウンタビリティ（説明責任）を果たすため、以下の施策を実施

する。 

・業務内容、役職員の給与水準、入札結果や契約の情報、財務の状況等につい 

て、ホームページ等により、分かりやすく公表 

・主な業務の実施状況について、ホームページ、X、YouTube、広報誌等により、

適切かつタイムリーな情報発信 

また、機構の業務に対する地元関係者をはじめとする国民の理解を深め、機

構の認知度を向上させることにより、事業の円滑な推進や人材の確保を図るた
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め、関係機関とも連携しつつ、戦略的広報を推進する。具体的には、以下の施策

を実施する。 

・北海道新幹線（新函館北斗・札幌間）の工事内容、北陸新幹線（敦賀・新大阪

間）の調査、鉄道災害への支援、船舶建造等における技術支援、サステナビリ

ティの取組等について、ホームページ、SNS等多様な発信手段を活用し、ター

ゲット層に応じたコンテンツを展開 

・北海道旅客鉄道株式会社と連携し、車内誌を活用した情報発信 

 

（４）環境への配慮 

機構で定めた「第５期環境行動計画」（令和５年３月）に基づき、事業の実施に

おける温室効果ガス（CO2）排出量の削減に向け、以下の施策を実施する。 

・各部門における温室効果ガス（CO2）排出量削減に係る目標の達成に向け、部門

ごとに策定したロードマップを基にした取組 

・取組の実施に当たっては、国の環境関連政策の状況や世の中における技術動向

等を踏まえ、必要に応じて、新たな施策の導入について積極的に検討 

・各部門の長で構成する「環境コアメンバー会議」において各部門の取組の進捗

を管理 

 

全ての役職員の環境に対する知識を深め、意識を高めることを目的に、以下の

施策を実施する。 

・環境に関する研修（ｅラーニング） 

・外部講師を招いた環境セミナーの開催 

・各部門における環境配慮の取組や事務所における CO2排出量の見える化（機構

内周知） 

機構の環境・社会貢献面での取組を世の中に幅広く訴求するため、以下の施策

を実施する。 

・若年層を含めた外部の者に機構の取組がわかりやすく伝わるよう、「環境報告

書２０２５」（概要版リーフレットを含む）等を作成・公開 

・鉄道建設や船舶共有建造等の事業における環境負荷低減の取組を取り上げた

「環境 YouTube」の制作・公開 

・現場見学会等を通じた、機構の事業実施における環境配慮の取組の紹介及び地

域社会との対話等 

 

（５）施設及び設備に関する計画 

該当なし 

 

（６）機構法第１８条第１項の規定により繰り越した積立金（同条第５項の規定によ
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り第１項の規定を準用する場合を含む。）の使途 

・建設勘定 

過去に会社整理及び施設譲渡が行われた譲渡線並びに貸付料の回収が一部

行われなかった貸付線に係る繰越欠損金であって、機構法附則第２条第４項の

規定により機構への承継時に資本剰余金と相殺されたものの補填 

 

・地域公共交通等勘定 

前中期計画期間終了までに自己収入財源で取得し、今中期計画期間に繰り越

した固定資産の減価償却に要する費用等への充当 

 

・助成勘定 

前中期計画期間終了までに自己収入財源で取得し、今中期計画期間に繰り越

した固定資産の減価償却に要する費用等への充当 











 




